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ID: 145
担当部署: 地域整備課

処分の概要 工事の変更承認

例 規 名

根 拠 条 項
大河原町道路管理規則 第6条第1項

例 規 番 号 平成28年規則第23号

【基準】

第6条の規定による。

(工事の承認の変更申請等)

第6条 第3条の規定による承認を受けた者は、工事期間等に変更が生じたときは、道路工事施

行変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請による承認は、道路工事施行変更承認書(様式第6号)により行うものとする。

標準処理期間 15日

備考

設 定 年 月 日 令和 3 年 7 月 5 日 最終変更年月日 年  月  日


